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○ 厚生労働省告示 第三百二十五号  

 

 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第十一条第一項の規定に基づき、食品、添加物

等の規格基準（昭和三十四年厚生省告示第三百七十号）の一部を次のように改正する。ただし、とう

もろこし、さといも類、やまいも、さとうきび、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかん

の果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本

なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、

ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、

バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめ

やし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイ

ルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、牛の筋

肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺

乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の

腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その

他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分及び乳に残留するアメトリンの量の限度並びにすいか、メ

ロン類果実、まくわうり、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライ

ム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あん

ず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハック

ルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップ

ル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他 

の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎ

んなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類及びその他のスパイスに残留するイソプ

ロチオランの量の限度並びに米に残留するインダノファンの量の限度並びに小麦、大麦、ライ麦、と

うもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、

さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類

の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キ

ャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科

野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく

科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パ

ースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科

野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれ

んそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、マッシュルーム、しいたけ、

その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみか 

んの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、日本なし、

西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラ



ックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バ

ナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめや

し、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイル

シード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、

その他のスパイス及びその他のハーブに残留するエチプロールの量の限度並びに米、ばれいしよ、

さといも類、かんしよ、やまいも、その他のいも類、だいこん類の根、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋

わさび、クレソン、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、ブロッコリー、ごぼう、サルシフィー、アー

ティチョーク、チコリ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、

その他のゆり科野菜、パースニップ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、

しようが、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、ネクタリン、かき、バナナ、パパイヤ、

アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の

筋肉、牛の肝臓、豚の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、鶏の筋肉、鶏の

肝臓、鶏の腎臓、鶏の食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵に残留するオキソリニック酸の量

の限度並びに米に残留するカフェンストロールの量の限度並びにとうもろこしに残留するジクロルミ

ドの限度並びにブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ピーマン、なす、その他のなす科野菜及び

その他の果実に残留するジメトモルフの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、

その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも

類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だ

いこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケ

ール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼ

う、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、た

まねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、

パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆう

り、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、し

ようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、

その他の野菜、なつみかんの果実全体、レモン、グレープフルーツ、ライム、りんご、日本なし、西洋

なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブ

ルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、

パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッショ 

ンフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他の

オイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ

豆、ホップ及びその他のハーブに残留する１－ナフタレン酢酸の量の限度並びに米、小麦、大麦、ラ

イ麦、とうもろこし、そば、大豆、えんどう、そら豆、らつかせい、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、や

まいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、

かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、

きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、

アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にん

にく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、み

つば、その他のせり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、えだまめ、マッシュルーム、

しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、

ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あ

んず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハッ

クルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナッ

プル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばな

の種子、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ、牛の肝臓、豚

の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に

属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分及びその他の陸棲哺乳類に属する動物の食用

部分に残留するハロスルフロンメチルの量の限度並びに米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、



その他の穀類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だい

こん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、

芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶら

な科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他の

きく科野菜、ねぎ、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセ

リ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、すいか、メロン類果実、まくわうり、ほうれんそう、たけのこ、

しようが、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ラ

イム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あん

ず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハック

ルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップ

ル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ぎんなん、くり、ペカン、アー

モンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブに残留するピラフルフェン

エチルの量の限度並びににら、たけのこ及びかきに残留するフェンアミドンの量の限度並びに大豆、

小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、ばれいしよ、芽キャベツ、ねぎ、みつば、トマト、ピーマン、

なす、きゆうり、しようが、日本なし、西洋なし、いちご及びその他のスパイスに残留するフルトラニル

の量の限度並びに米に残留するベンゾビシクロンの量の限度並びに米及び綿実に残留するベンフ

レセートの量の限度並びに米に残留するメフェナセットの量の限度については、公布の日から六月

以内に限り、なお従前の例による。 

  平成二十一年六月四日     厚生労働大臣 舛添 要一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 第１食品の部Ａ食品一般の成分規格の項７の目の(1)の表のアメトリンの項、イソプロチオランの項、

エチプロールの項、オキソリニック酸の項、ジクロルミドの項、１－ナフタレン酢酸の項、ハロスルフロ

ンメチルの項、ピラフルフェンエチルの項、フェンアミドンの項、フルトラニルの項、ベンゾカインの項

及びベンゾビシクロンの項を削る。 

 第１食品の部Ａ食品一般の成分規格の項９の目の表のフルトラニルの項を削る。 

 第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項 11 参照赤外吸収スペクトルのイソオイゲノールの目の次に次

の一目を加える。 

 イソバレルアルデヒド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項 11 参照赤外吸収スペクトルの１,８－シネオールの目の次に次

の三目を加える。 

  

２，３－ジメチルピラジン 

 

 

 

２，５－ジメチルピラジン 

 

 

 

 ２，６－ジメチルピラジン 

 

 



第２添加物の部Ｃ試薬・試液等の項 11 参照赤外吸収スペクトルのパラメチルアセトフェノンの目の次

に次の一目を加える。 

  

バレルアルデヒド 

 

 

 

 

 

第２添加物の部Ｄ成分規格・保存基準各条の項イソチオシアン酸アリルの目の次に次の一目を加え

る。 

 

 
 

 

C５H10O     分子量 86.13 

３－Methylbutanal ［590－86－３] 

含  量 本品は，イソバレルアルデヒド（C５H10O）95.0％以上を含む。 

性  状 本品は，無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。 

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペク

トルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 

純度試験 (1) 屈折率 n20 Ｄ＝1.387～1.408 

 (2) 比重 0.795～0.815 

 (3) 酸価 10.0 以下（香料試験法） 

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(2)により定量す

る。 

 

 

 

 

 



 

 

第２添加物の部Ｄ成分規格・保存基準各条の項ジベンゾイルチアミン塩酸塩の目の次に次の三目を

加える。 

 

 
 

C６H８N２     分子量 108.14 

２，３－Dimethylpyrazine ［5910－89－４] 

含  量 本品は，２，３－ジメチルピラジンを主成分とし，２，３－ジメチルピラジン，２，５－ジメチルピラ

ジン及び２，６－ジメチルピラジンの混合物（C６H８N２）95.0％以上を含む。 

性  状 本品は，無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。 

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペク

トルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 

純度試験 (1) 屈折率 n20 Ｄ＝1.501～1.510 

 (2) 比重 d25 25=0.997～1.030 

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(1)により定量す

る。 

 

 

 

C６H８N２     分子量 108.14 

２，５－Dimethylpyrazine ［123－32－０］ 

含  量 本品は，２，５－ジメチルピラジンを主成分とし，２，５－ジメチルピラジン，２，３－ジメチルピラ

ジン及び２，６－ジメチルピラジンの混合物（C６H８N２）98.0％以上を含む。 

性  状 本品は，無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。 

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペク

トルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 

純度試験 (1) 屈折率 n20 Ｄ＝1.497～1.503 

 (2) 比重 d25 25＝0.982～1.000 

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(1)により定量す

る。 



 
 

 

C６H８N２     分子量 108.14 

２，６－Dimethylpyrazine ［108－50－９］ 

含  量 本品は，２，６－ジメチルピラジンを主成分とし，２，６－ジメチルピラジン，２，３－ジメチルピラ

ジン及び２，５－ジメチルピラジンの混合物（C６H８N２）98.0％以上を含む。 

性  状 本品は，白～黄色の結晶で，特有のにおいがある。 

確認試験 本品を加温して溶かした後，あらかじめ加温した２枚の窓板の間に挟み，直ちに赤外吸収ス

ペクトル測定法中の液膜法により固化しないように注意しながら測定し，本品のスペクトルを参照ス

ペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 

純度試験 (1) 融点 35～40℃ 

定 量 法 本品約0.2gを精密に量り，エタノールを加えて溶かして正確に20mlとし，香料試験法中の香

料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(1)により定量する。 

 第２添加物の部Ｄ成分規格・保存基準各条の項デンプンリン酸エステルナトリウムの目を削る。 

  

 

 

第２添加物の部Ｄ成分規格・保存基準各条の項Ｌ－バリンの目の次に次の一目を加える。 

 

 
 

C５H10O     分子量 86.13 

Pentanal ［110－62－3］ 

含  量 本品は，バレルアルデヒド（C５H10O）95.0％以上を含む。 

性  状 本品は，無～淡黄色の透明な液体で，特有のにおいがある。 

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペク

トルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。 

純度試験 (1) 屈折率 n20 Ｄ＝1.390～1.400 

 (2) 比重 d25 25＝0.805～0.820 

 (3) 酸価 5.0 以下（香料試験法） 

定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(2)により定量す

る。 

  



 

第２添加物の部Ｆ使用基準の項イソチオシアン酸アリルの目の次に次の一目を加える。 

イソバレルアルデヒド 

 イソバレルアルデヒドは，着香の目的以外に使用してはならない。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項カルボキシメチルセルロースカルシウムの目中「 ，デンプンリン酸

エステルナトリウム」を削る。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項カルボキシメチルセルロースナトリウムの目中「 ，デンプンリン酸

エステルナトリウム」を削る。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項脂肪族高級炭化水素類の目の次に次の三目を加える。 

２，３－ジメチルピラジン 

 ２，３－ジメチルピラジンは，着香の目的以外に使用してはならない。 

２，５－ジメチルピラジン 

 ２，５－ジメチルピラジンは，着香の目的以外に使用してはならない。 

２，６－ジメチルピラジン 

 ２，６－ジメチルピラジンは，着香の目的以外に使用してはならない。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項デンプングリコール酸ナトリウムの目中「 ，デンプンリン酸エステ

ルナトリウム」を削る。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項デンプンリン酸エステルナトリウムの目を削る。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項パラメチルアセトフェノンの目の次に次の一目を加える。 

バレルアルデヒド 

 バレルアルデヒドは，着香の目的以外に使用してはならない。 

 第２添加物の部Ｆ使用基準の項メチルセルロースの目中「 ，デンプングリコール酸ナトリウム及び

デンプンリン酸エステルナトリウム」を「及びデンプングリコール酸ナトリウム」に改める。 

 




